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Ⅰ 変更事由

１ 主要事業の実施に関する変更について

地球温暖化防止のための森林吸収源対策に必要な森林整備として間伐を追加することや分収

育林箇所の追加等により事業量の変更を行うものである。

また、１（４）アの表の様式を林野庁通知（平成１１年１月２９日１１林野管第２５号「地

域管理経営計画書、国有林施業実施計画書及び伐採造林計画簿作成様式について ）に沿った」

ものに変更した。

Ⅱ 変更事項

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

（４）主要事業の実施に関する事項

ア 伐採総量 （単位：ｍ ・ｈａ）３

区 分 主 伐 間 伐 計

計 １４３，６７３ ５９７，３２７（ ） ７４１，０００8,433

注： ）は間伐面積である。（

イ 更新総量 （単位：ｈａ）

区 分 人工造林 天然更新 計

計 ４３０ ９７５ １，４０５


